
最終更新日：令和 6 年 03 月 28 日

第四期特定健康診査等実施計画
愛知紙商健康保険組合愛知紙商健康保険組合



　特定健康診査等実施計画　(令和6年度〜令和11年度)
背景・現状・基本的な考え方　【第3期データヘルス計画書　STEP2から自動反映】背景・現状・基本的な考え方　【第3期データヘルス計画書　STEP2から自動反映】
No.1 他の健保組合より、被扶養者の受診率が低い。

→（被保険者）労働安全衛生法に基づく定期健康診断として実施し
ている事業所が多い。但し、健診受診率0％(健診結果未提出)の事業
所が6社ある。
→（被扶養者）健診の重要性を認識していない者が多くいることが
考えられる。また、健診の周知率が低いことも考えられる。

 健診受診率対策として、巡回健診等を導入しているが、一定の効果で留まっており、新
規受診層の掘り起こし対策としてインセンティブ事業等を検討する。

No.2 ・ 肥満、非肥満ともに、「保健指導基準値以上」、「受診勧奨基準
値以上」の割合は他の健保組合より高い。
・ 男女別にみると、「肥満」の割合は男性 : 45.75%、女性 :
19.61%と男性が圧倒的に高い。
・「肥満」「非肥満」のうち、「基準範囲内」の者は男性 : 23.86%
、女性 : 47.64%となっており、男性の約7割が何らかのリスクを保
有している。

 重症化予防事業の促進。
特に糖尿病、高血圧、CKDをターゲットとしたハイリスク者への積極的な介入が必要。

No.3 → 受診勧奨基準値以上(HbA1c 6.5%以上)で「糖尿病レセプトなし」
や「生活習慣病のレセプトなし」の医療機関未受診者が一定数存在
する。「糖尿病レセプトなし」… 25名、「生活習慣病のレセプトな
し」… 39名
　→ 特に再掲にあるHbA1c 8.4%以上の高数値者も22名存在する。
　→「糖尿病レセプトあり」でも数値がコントロールできてなかっ
たり、服薬していなかったりと数値が高い者が存在する。「HbA1c 
6.5%以上」… 89名

 重症化予防事業の促進。
特に糖尿病、高血圧、CKDをターゲットとしたハイリスク者への積極的な介入が必要。
血糖をテーマに早期治療の為の二次検査の受診勧奨を検討する。　→　受診勧奨

No.4 → 受診勧奨基準値以上(血圧 140以上又は、90以上)で「高血圧レセ
プトなし」や「生活習慣病のレセプトなし」の医療機関未受診者が
一定数存在する。「高血圧レセプトなし」… 36名、「生活習慣病の
レセプトなし」… 477名
　→ 特に再掲にある血圧 180以上又は、110以上の高数値者も35名
存在する。
　→「高血圧レセプトあり」でも数値がコントロールできてなかっ
たり、服薬していなかったりと数値が高い者が存在する。「血圧 14
0以上又は、90以上」… 202名

 重症化予防事業の促進。
特に糖尿病、高血圧、CKDをターゲットとしたハイリスク者への積極的な介入が必要。

No.5 ・ 後発医薬品の使用割合は他の健保組合と同程度である。
・ 2023(令和5)年度末までに後発医薬品の数量シェアを全ての都道
府県で80％以上とする政府目標があることを踏まえ、引き続き、ジ
ェネリック医薬品促進通知を送付する。

 増え続ける調剤医療費の抑制のため、ジェネリック医薬品の利用促進を行う。

No.6 ・ 運動習慣がある者(特定健診問診項目)の割合は他の健保組合より
やや高い。
・ 運動する機会を増やし、新たに運動を始める者を増やす。
・ 喫煙率は低下傾向にあるが、他の健保組合より高い。
・ 喫煙関連疾病を予防し、医療費低減につなげるため、禁煙支援を
強化するとともに、禁煙を維持できる職場の環境整備を推進するこ
とが重要と考えられる。

 運動する機会を増やし、新たに運動を始める者を増やす。
禁煙支援を強化。

No.7 ・他の健保組合より、被保険者および被扶養者の実施率が低い。
　→ 特定保健指導の重要性の周知が必要と考えられる。
　→ 各種広報活動(機関誌、通知文、電話、事業所訪問等)、事業主
との連携(コラボヘルス)を図って実施率向上を進めていく。

 特定保健指導については、被保険者は事業主との提携について更なる関係強化を実施し
、被扶養者については、健診同様にインセンティブ事業等について検討する。

No.8 ・被保険者の生活習慣病に関わる疾病の一人当たり医療費は、糖尿
病が突出して高い。
・糖尿病、高血圧症、高脂血症のいわゆる３大生活習慣病が高くな
っている。
・被扶養者の生活習慣病に関わる疾病の一人当たり医療費は、人工
透析、糖尿病、高血圧症、高脂血症の順に高い。
・特に人工透析は人数は少ない(1名)が金額が高いので、一人当たり
医療費は高い。

 事業所を特定して、その事業所の経営者等と協働し、健康的な職場風土の情勢など、職
場環境の整備を進める。　 →　コラボヘルス

No.9 ・被保険者の一人当たり医療費は、新生物(がん)、循環器系疾患、
内分泌・栄養・代謝疾患の順に高い。
・特に新生物(がん)の一人当たり医療費は他の健保組合より高い。
・新生物(がん)の一人当たり医療費では他の健保組合より突出して
高い「気管・肺の悪性新生物」が着目すべき疾患である。
・循環器系疾患の一人当たり医療費では高血圧性疾患、その他の心
疾患、脳梗塞の順に高い。

 循環器系疾患は予防対策が可能である為、特定健診データからリスク者を特定して対策
を講じていく。
年代は50歳から増加傾向にある為、その少し手前である40代を含めた対策を実施する必
要がある。

No.10 ・メタボリックシンドローム該当者（被扶養者）の減少率が他の健
保組合より低い。
　→特定保健指導の実施率が低かったことが原因として考えられる
ほか、特定保健指導以外に、生活習慣病のリスク保有者への対策を
行っていなかったことが背景として考えられる。
・特定保健指導対象者の減少率が他の健保組合より低い。
　→65〜74歳の前期高齢者になると、医療機関への受診機会が多く
なって、生活習慣病にかかる薬を服用することにより、特定保健指
導の対象から外れるケースが増加するためと考えられる。

 特定保健指導については、被保険者は事業主との提携について更なる関係強化を実施し
、被扶養者については、健診同様にインセンティブ事業等について検討する。
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No.11 ・被扶養者の一人当たり医療費は、呼吸器系疾患、重症急性呼吸器
症候群(コロナ)、皮膚・皮下組織疾患、循環器系疾患の順に高い。
・特に循環器系疾患の一人当たり医療費は他の健保組合より高い。
・呼吸器系疾患の一人当たり医療費ではいわゆる風邪にあたるもの
が合算すると高く、アレルギー性鼻炎(花粉症)、喘息の順に高い。
・新生物(がん)の一人当たり医療費は良性新生物、乳房の悪性新生
物、その他の悪性新生物の順に高い。

 年代別の有病者数を確認し、有病者の多い年代へのがん検診の補助等の見直しや広報活
動による受診促進対策が必要。　→　重症化予防

基本的な考え方（任意）基本的な考え方（任意）
（１）国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加し、次に７５歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受領率が上昇している。
これを個人に置き換えてみると、不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常、肥満症等の発症を招き、外来通院及び服薬が始ま
り、生活習慣 の改善がないままに、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経過をたどること になる。
このため、生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進め、糖尿病等の発症を予防ができれば、通院患者を減らすことができ、この結果、国民の生活の質の
維持及び向上を図りながら医療費の伸びの抑制を実現することが可能となる。
（２） 糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が関与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、
脳血管疾患等の発症リスクが高くなる。このため、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の概念を踏まえ適度な運動やバランスのとれた食事の定着などの生活習慣
の改善を行うことにより、糖尿病等の発症リスクの低減を図ることが可能となる。
（３） 特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導
を必要とする者を、的確に抽出するために行うものである。

特定健診・特定保健指導の事業計画　【第3期データヘルス計画書　STEP3から自動反映】特定健診・特定保健指導の事業計画　【第3期データヘルス計画書　STEP3から自動反映】

11 事業名 受診案内受診案内 対応する健康課題番号 No.1No.1


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被保険者/被

扶養者
方法 -
体制 -

事業目標
・全対象者に送付（対象者の100％）

評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
- 
(アウトカムは設定されていません)
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
送付率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・全対象者に送付（対象者の100％） ・全対象者に送付（対象者の100％） ・全対象者に送付（対象者の100％）
R9年度 R10年度 R11年度
・全対象者に送付（対象者の100％） ・全対象者に送付（対象者の100％） ・全対象者に送付（対象者の100％）

22 事業名 集合契約による特定健診集合契約による特定健診 対応する健康課題番号 No.1No.1


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：被保険者/被

扶養者
方法 -
体制 -

事業目標
・健診案内通知送付率： 100％
・受診者数： 38人→100人

評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
受診者数 100 人 100 人 100 人 100 人 100 人 100 人
内臓脂肪症候群該当者割
合 13.0 ％ 13.0 ％ 13.0 ％ 13.0 ％ 13.0 ％ 13.0 ％
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
送付率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％
特定健診実施率 85.0 ％ 85.0 ％ 85.0 ％ 85.0 ％ 85.0 ％ 85.0 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・健診案内通知送付率： 100％ ・健診案内通知送付率： 100％ ・健診案内通知送付率： 100％
R9年度 R10年度 R11年度
・健診案内通知送付率： 100％ ・健診案内通知送付率： 100％ ・健診案内通知送付率： 100％
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33 事業名 特定保健指導特定保健指導 対応する健康課題番号 No.7 No.7 , , No.10No.10


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：30〜74, 対象者分類：基準該当者
方法 -
体制 -

事業目標
・特定保健指導実施率：30％以上
・特定保健指導該当者割合：20％以下

評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定保健指導該当者割合 20.0 ％ 20.0 ％ 20.0 ％ 20.0 ％ 20.0 ％ 20.0 ％
特定保健指導による特定
保健指導対象者の減少率 30.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定保健指導実施率 30.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％ 30.0 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・特定保健指導実施率：30％以上 ・特定保健指導実施率：30％以上 ・特定保健指導実施率：30％以上
R9年度 R10年度 R11年度
・特定保健指導実施率：30％以上 ・特定保健指導実施率：30％以上 ・特定保健指導実施率：30％以上

44 事業名 簡易人間ドック簡易人間ドック 対応する健康課題番号 No.9No.9


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：35〜74, 対象者分類：被保険者/被

扶養者
方法 -
体制 -

事業目標
・簡易人間ドックの案内文書を事業所経由で配付(被扶養者を含む)【年2回】： 
100％
・受診者数： 999人→1,100人
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
受診者数 1,100 人 1,100 人 1,100 人 1,100 人 1,100 人 1,100 人
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
配付率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・簡易人間ドックの案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

・簡易人間ドックの案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

・簡易人間ドックの案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

R9年度 R10年度 R11年度
・簡易人間ドックの案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

・簡易人間ドックの案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

・簡易人間ドックの案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

55 事業名 生活習慣病健診生活習慣病健診 対応する健康課題番号 No.8No.8


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：30〜74, 対象者分類：被保険者/被

扶養者
方法 -
体制 -

事業目標
・生活習慣病健診の案内文書を事業所経由で配付(被扶養者を含む)【年2回】： 
100％
・受診者数： 901人→1,000人
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
受診者数 1,000 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
配付率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・生活習慣病健診の案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

・生活習慣病健診の案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

・生活習慣病健診の案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

R9年度 R10年度 R11年度
・生活習慣病健診の案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

・生活習慣病健診の案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％

・生活習慣病健診の案内文書を事業所経由で配付(被
扶養者を含む)【年2回】： 100％
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66 事業名 婦人科健診婦人科健診 対応する健康課題番号 No.9No.9


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：女性, 年齢：30〜74, 対象者分類：被保険者/被

扶養者
方法 -
体制 -

事業目標
・婦人科健診の案内文書を事業所経由で配付(被扶養者を含む)【年2回】： 100
％
・受診者数： 230人→250人
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
受診者数 250 人 250 人 250 人 250 人 250 人 250 人
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
配付率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・婦人科健診の案内文書を事業所経由で配付(被扶養
者を含む)【年2回】： 100％

・婦人科健診の案内文書を事業所経由で配付(被扶養
者を含む)【年2回】： 100％

・婦人科健診の案内文書を事業所経由で配付(被扶養
者を含む)【年2回】： 100％

R9年度 R10年度 R11年度
・婦人科健診の案内文書を事業所経由で配付(被扶養
者を含む)【年2回】： 100％

・婦人科健診の案内文書を事業所経由で配付(被扶養
者を含む)【年2回】： 100％

・婦人科健診の案内文書を事業所経由で配付(被扶養
者を含む)【年2回】： 100％

77 事業名 定期健診定期健診 対応する健康課題番号 No.9No.9


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：18〜74, 対象者分類：被保険者
方法 -
体制 -

事業目標
・定期健診Ａ・Ｂの案内文書を事業所経由で配付【年2回】： 100％
・受診者数： 定期健診 2,715人→3,000人
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
受診者数 3,000 人 3,000 人 3,000 人 3,000 人 3,000 人 3,000 人
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
配付率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・定期健診の案内文書を事業所経由で配付【年2回】
： 100％

・定期健診の案内文書を事業所経由で配付【年2回】
： 100％

・定期健診の案内文書を事業所経由で配付【年2回】
： 100％

R9年度 R10年度 R11年度
・定期健診の案内文書を事業所経由で配付【年2回】
： 100％

・定期健診の案内文書を事業所経由で配付【年2回】
： 100％

・定期健診の案内文書を事業所経由で配付【年2回】
： 100％

88 事業名 共同巡回健診・全国巡回健診共同巡回健診・全国巡回健診 対応する健康課題番号 No.9 No.9 , , No.11No.11


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：女性, 年齢：35〜60, 対象者分類：被保険者/被

扶養者
方法 -
体制 -

事業目標
・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、希望者を募集
・受診者数： 共同巡回健診 156人→180人、全国巡回健診 47人→70人
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
受診者数 250 人 250 人 250 人 250 人 250 人 250 人
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
通知率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

R9年度 R10年度 R11年度
・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集
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99 事業名 巡回レディース健診巡回レディース健診 対応する健康課題番号 No.11No.11


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：女性, 年齢：40〜74, 対象者分類：被扶養者
方法 -
体制 -

事業目標
・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、希望者を募集
・受診者数： 巡回レディース健診 162人→200人
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
受診者数 200 人 200 人 200 人 200 人 200 人 200 人
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
通知率 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

R9年度 R10年度 R11年度
・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集

・健診を利用できる対象者には個別通知し(100%)、
希望者を募集
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達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
令和6年度令和6年度 令和7年度令和7年度 令和8年度令和8年度 令和9年度令和9年度 令和10年度令和10年度 令和11年度令和11年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 3,230 ∕ 3,800 ＝
85.0 ％

3,230 ∕ 3,800 ＝
85.0 ％

3,230 ∕ 3,800 ＝
85.0 ％

3,230 ∕ 3,800 ＝
85.0 ％

3,230 ∕ 3,800 ＝
85.0 ％

3,230 ∕ 3,800 ＝
85.0 ％

被保険者被保険者 2,730 ∕ 2,800 ＝
97.5 ％

2,730 ∕ 2,800 ＝
97.5 ％

2,730 ∕ 2,800 ＝
97.5 ％

2,730 ∕ 2,800 ＝
97.5 ％

2,730 ∕ 2,800 ＝
97.5 ％

2,730 ∕ 2,800 ＝
97.5 ％

被扶養者 被扶養者 ※33 500 ∕ 1,000 ＝
50.0 ％

500 ∕ 1,000 ＝
50.0 ％

500 ∕ 1,000 ＝
50.0 ％

500 ∕ 1,000 ＝
50.0 ％

500 ∕ 1,000 ＝
50.0 ％

500 ∕ 1,000 ＝
50.0 ％

実実
績績
値値
※11

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被保険者被保険者 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被扶養者 被扶養者 ※33 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 180 ∕ 600 ＝ 30.0 ％ 180 ∕ 600 ＝ 30.0 ％ 180 ∕ 600 ＝ 30.0 ％ 180 ∕ 600 ＝ 30.0 ％ 180 ∕ 600 ＝ 30.0 ％ 180 ∕ 600 ＝ 30.0 ％
動機付け支援動機付け支援 75 ∕ 250 ＝ 30.0 ％ 75 ∕ 250 ＝ 30.0 ％ 75 ∕ 250 ＝ 30.0 ％ 75 ∕ 250 ＝ 30.0 ％ 75 ∕ 250 ＝ 30.0 ％ 75 ∕ 250 ＝ 30.0 ％
積極的支援積極的支援 105 ∕ 350 ＝ 30.0 ％ 105 ∕ 350 ＝ 30.0 ％ 105 ∕ 350 ＝ 30.0 ％ 105 ∕ 350 ＝ 30.0 ％ 105 ∕ 350 ＝ 30.0 ％ 105 ∕ 350 ＝ 30.0 ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
動機付け支援動機付け支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
積極的支援積極的支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。
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目標に対する考え方（任意）目標に対する考え方（任意）
-

特定健康診査等の実施方法（任意）特定健康診査等の実施方法（任意）
-

個人情報の保護個人情報の保護
当健保組合は、愛知紙商健康保険組合個人情報保護管理規定を遵守する。 　
当健保組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。
当健保組合のデータ管理者は常務理事とし、データの利用者は当健保組合職員に限る。 　
特定健康診査・特定保健指導を外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
本計画の周知は、各事業主宛に文書並びにパンフレット等を送付することにより行うと ともに、機関紙やホームページに掲載する。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
当計画については、毎年健康管理事業推進委員会において見直しを検討する。
また、目標と大きくかけ離れた場合、その他必要がある場合には見直すこととする。
特定健康診査・特定保健指導等の実践養成のための研修には随時参加することとする。
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